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１．経営戦略策定及び改訂の背景と目的 

（１）公営企業の更なる経営改革の推進 

我が国においては、今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設の老朽化に伴う更新

需要の増大など、公営企業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中にあって、各公営企業が将来にわた

り住民生活に必要なサービスを安定的に提供していくためには、公営企業会計の適用拡大や経営比較

分析表の活用による「見える化」とする現状分析に基づき、経営戦略の策定や抜本的な改革等の取組

を通じ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るとともに、これらについてより的確に取り

組むため推進することが求められています。 

 

※出典：総務省「令和 4 年度の公営企業関係主要施策に関する留意事項」について 
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（２）経営戦略策定の目的 

公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、住民生活に身近な社

会資本を整備し、必要なサービスを提供する役割を果たしており、将来にわたりその本来の目的であ

る公共の福祉を増進していくことが必要です。 

 現在、サービスの提供に必要な施設等の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴う料金収入の

減少等により、公営企業をめぐる経営環境は厳しさを増しつつあります。このため、公営企業の経営

環境の変化に適切に対応し、そのあり方について絶えず検討を行うことが求められます。 

 経営環境が厳しさを増す中にあっても、事業、サービスの提供を安定的に継続できるよう、中長期

的な視点に立った経営を行い、徹底した効率化、経営健全化に取り組むことが必要となっています。 

これらの課題や現状に対して、総務省においては、公営企業の中長期的な経営の基本計画である「経

営戦略」を企業ごとに策定し、それに基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、経営基盤の

強化と財政マネジメントの向上を実現していくことを強く求めています。 

 経営戦略については、平成 26（2016）年度から策定の推進が進められ、平成 28（2018）年度から

令和 2（2020）年度までに策定を行い、令和 3（2021）年度から令和 7（2025）年度までに改訂が求

められています。 

 これまでに経営戦略の策定については、総務省において、平成 31（2019）年 3 月と令和 4（2022）

年 1 月の 2 回の策定について、ガイドライン及びマニュアルが変更となっています。 

 本村においては、平成 29 年 3 月に策定を行い、今回、本経営戦略が改訂となります。 

 

※出典：総務省「令和 3 年度の公営企業関係主要施策に関する留意事項」について 
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（３）経営戦略の要旨 

経営戦略は長期的な需要の見通し、更新等の投資計画、料金改定などに関する計画に基づいて、事

業の持続性に対する的確な見通しを描くため、中長期の「投資・財政計画」を主な構成要素としてい

ます。 

「投資・財政計画」の策定については、「投資試算」及び「財源試算」による将来予測が求められま

す。 

「投資・財政計画」は、現時点で反映可能な経営健全化や財源確保に係る取組を踏まえて試算を行

い、その上で、将来の料金収入の減少や更新需要の増大等を見据えた料金水準の適正化、広域化や更

なる民間活用を反映した投資のあり方の見直し等を複合的に検討し、具体的なシミュレーションを構

築し、今後の経営の指針や取組を描くものとなります。 

 

※出典：総務省「経営戦略策定・改定マニュアル」より抜粋 

 

（４）経営戦略策定の計画期間 

本経営戦略の計画期間は、令和６年度(2024 年度)から令和１５年度(2033 年度)までの 10 年間とし

ます。 
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２ 本戦略の対象となる事業の現況 

（１）対象となる事業概要 

 本戦略における対象となる事業は田舎館村水道事業となります。田舎館村水道事業は、昭和４５年

度に村内９か所の簡易水道事業を廃止統合した水道事業を創設し、３カ年の継続事業を実施して昭和

４７年度に完成しました。 

 その後、昭和５８年度に拡張事業を行い、計画給水人口１１，３００人、計画１日最大給水量４，

１８５㎥/日で事業を行っています。なお、昭和６１年度からは、津軽広域水道企業団より全量を受水

(浄水)し、従来の自己水源(地下水)を廃止しています。 

 

① 給水 

供用開始年月日 昭和 45年 4月 28日 計画給水人口 １１，３００人 

法適（全部・財務） 

・法非適の区分 
全部適用 

現在給水人口 ※７，２１０人 

有収水量密度 ※０．２５千㎥/ｈａ 

※令和 4年度決算値 

 

② 施設 

水源 □表流水、□ダム、□伏流水、□地下水、■受水、□その他 

施設数 
浄水場設置数 ０ 

管路延長 ６５．７５ｋｍ 
配水池設置数 １ 

施設能力 ４，１８５㎥/日 施設利用率 ５０．０％ 

 

 

（２）料金体系の状況 

水道事業における料金体系は令和 5 年 3 月末現在で以下のとおりとなっており、種別別の基本料

金・水量料金と口径別のメーター使用料に区分して設定しています。 

 

① 水道料金（種別別） 

種別 一般用 営業・団体用 臨時用 プール用 

 

基本料金 

 

８㎥まで 

１，９７０円 

８㎥まで 

２，５５６円 

１０㎥まで 

３，９６０円 

１００㎥まで 

２７，５００円 

 

超過料金 1 ㎥につき 

 

２４６円 ３２０円 ３９６円 ２７５円 
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② メーター使用料（口径別） 

口径別 13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 

 

使用料 

 

110 円 198 円 220 円 396 円 2,090 円 2,750 円 3,410 円 5,896 円 

※税込み 

※田舎館村水道事業給水条例条例より 

 

③ 過去３カ年の家庭料金（口径：13ｍｍ） 

区分 水道事業会計 

条例上の水道料金 

（20㎥あたり） 

令和２(2020)年度 ５，０３２円 

令和３(2021)年度 ５，０３２円 

令和４(2022)年度 ５，０３２円 

実質的な水道料金 

（20㎥あたり） 

令和２(2020)年度 ５，０２０円 

令和３(2021)年度 ５，６００円 

令和４(2022)年度 ５，０６０円 

 

※条例上の水道料金：条例に定められた単価で算出した一般家庭における 20 ㎥当たりの水道料金。  

※実質的な水道料金：料金収入の合計を有収⽔量の合計で除した値に 20㎥を乗じたもの。※令和２・４年度は減免事業実施。 

 

（３）組織の状況 

当該事業については田舎館村建設課で運営を行っています。 

組織体制では建設課長が管理職となり、工務を担当する上水道係長 1 名、料金を担当する課員 1 名

の計 3 名となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建設課長は下水道事業等と兼務 

 

 

村長 

管理者 

建設課 

建設課長 

上水道係(工務) 

上水道係長 

業務係(料金) 

課員 
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（４）民間活力の活用等 

❶民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

現在、当村における水道施設の規模は小さく、直営により施

設の運転、維持管理を実施しています。今後、コストメリッ

トを含めて、包括的民間委託、指定管理者制度及び PPP/PFI

の検討を行います。 

❷指定管理者制度 

❸ＰＰＰ/ＰＦＩ1 

 

（５）資産活用の状況 

❶エネルギー利用 

（発電等） 

現在、当村における水道施設の規模は小さく、エネルギー利

用、土地・施設等の利用は行っていません。 

また、今後も活用の検討はありませんが、必要に応じて検討

していきます。 

❷土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PPP/PFI: 「PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）」とは、公共施設等の建設、維

持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法です。 
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３ 経営比較分析表等を活用した現状分析 

（１）経営比較分析表による現状分析「経営の健全性、効率性」 

 経営比較分析表は総務省が推進する「見える化」の一環として、経営指標の経年比較や他（類似団

体2平均）公営企業との比較などを行い、現状や課題等を的確に把握するとともに、経営状況をわかり

やすく説明するため、策定し公表を行っているものです。 

 本経営戦略においては、類似団体との比較等をしながら経営の健全性、効率性、老朽化の現況を分

析・評価しました。 

なお、本村の経営比較分析表(令和 3 年度決算)の全体版は巻末資料として整理しました。 

本村の水道事業は、「①経常収支比率」及び「⑤料金回収率」が概ね 100％以上を維持しており、給

水収益により事業が成り立っていると言えます。また、「②累積欠損比率」が 0％であることから累積

欠損金は発生しておらず、健全な財政状況にあり、「③流動性比率」も 100％を上回っていることか

ら、短期的な債務に対する支払い能力は有しています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※「①経常収支比率」について、H30は 100％を下回っているが、修繕費が嵩んだことによる一過性のものであり、翌年度以降回復

している。 

 

 
2 類似団体：総務省より、市町村を処理区域内人口別区分、処理区域内人口密度区分、供用開始年数区分で類型化したもの。 
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「⑦施設利用率」については類似団体平均と比べて低くなっています。一般的には高い数値である

ことが望まれ、数値が低いと適切な施設規模でないと考えられるため、施設の統廃合や更新時のダウ

ンサイジングの検討を行う必要があります。 

また、「⑧有収率」は類似団体平均に対して高い数値で推移しています。今後も高い有収率を維持す

るため、計画的な菅更新や漏水調査の実施を行っていきます。 
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（２）経営比較分析表による現状分析「老朽化の状況」 

 本村の水道事業は、供用開始が昭和 45 年と比較的遅いので、全国平均や類似団体平均と比較する

と、「②管路経年化率」は低い値で横ばいに推移しています。 

 今後は、「第一次拡張事業」の布設管路（昭和 57 年度～昭和 60 年度：延長 11.74ｋｍ）が令和 4 年

度以降順次耐用年数を経過するため、管路更新を行わない場合は「②管路経年化率」が急速に上昇し

ていくと考えられます。アセットマネジメント計画を着実に実行して、長期的視点に立った老朽化対

策の推進が必要です。 
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１．将来の予測 

（１）人口の予測  

人口の推計は、最新実績を 2019 年度（R1）とし、2010 年度（H22）から 2019 年度（R1）の 10

年間を用いて推計しました。 

 

 

 

将来の給水人口は、少子高齢化による人口減少に伴い減少傾向で推移する見通しとなっています。 

2019 年度(R1)の給水人口 7,470 人から、2033 年度(R15)には 6,844 人に減少すると推計されます。 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

人 8,404 8,360 8,254 8,165 8,145 8,065 8,027 7,929 7,818 7,720

人 8,221 8,203 8,059 7,888 7,823 7,789 7,739 7,662 7,531 7,470

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

人 7,706 7,636 7,566 7,496 7,426 7,355 7,291 7,228 7,163 7,100 7,036 6,971 6,908 6,844

人 7,482 7,436 7,390 7,343 7,296 7,248 7,206 7,165 7,121 7,079 7,036 6,971 6,908 6,844

実
績

給水人口

年           度

年           度

推
計

行政区域内人口

行政区域内人口

給水人口

Ⅱ 将来の事業環境
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（２）給水量(水需要)の予測  

給水量は、有収水量の用途別（生活用、業務営業用・その他用、工場用）に時系列傾向分析を行い、

そこに有収率等を設定して推計しました。 

 

 

 

将来の給水量は緩やかな減少傾向で推移する見通しで、2019 年度(R1)の 1,692 ㎥/日から、2033 年

度(R15)には 1,635 ㎥/日となり、57 ㎥/日減少すると見込まれますが、概ね横ばい状態で推移してい

ます。 

一日最大給水量の推計では、2019 年度(R1)実績の 2,049 ㎥/日に対し、2033 年度(R15)には 2,166

㎥/日となり、117 ㎥/日の増加が見込まれます。一日最大給水量が増加する要因としては、2019 年度

(R1)実績値が過去 10 年間で最小であったことと、負荷率の設定を安全側として、異常値を除く過去

10 年間で最低の値を採用していることが挙げられます。 
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一日最大給水量（実績）

一日最大給水量（推計）

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

ｍ
３
/日 1,756 1,704 1,744 1,699 1,639 1,666 1,698 1,691 1,692 1,692

ｍ
３
/日 1,850 1,817 1,879 1,837 1,796 1,780 1,798 1,826 1,804 1,819

ｍ
３
/日 2,331 2,233 2,262 2,313 2,606 2,168 2,102 2,077 3,230 2,049

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

（m
3
/日） 1,699 1,696 1,693 1,691 1,687 1,682 1,679 1,675 1,671 1,666 1,661 1,658 1,646 1,635

 一日平均給水量 （m
3
/日） 1,825 1,819 1,814 1,809 1,803 1,795 1,789 1,783 1,776 1,769 1,761 1,765 1,747 1,731

 一日最大給水量 （m
3
/日） 2,298 2,291 2,285 2,278 2,271 2,261 2,253 2,246 2,237 2,228 2,218 2,212 2,188 2,166

実
績

 有収水量

一日平均給水量

一日最大給水量

推
計

 有収水量

年           度

年           度
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（３）更新需要の予測 

更新需要については、令和３年３月策定のアセットマネジメント報告書により予測します。法定耐

用年数及び更新基準で更新した場合の更新需要（構造物及び設備と管路の総額）をそれぞれ以下に示

します。更新基準で更新する場合、計画期間内の管路更新が大きく減少します。また、双方とも高架

水槽を更新する年度が更新需要のピークとなります。 

2020（R2）年度～2059（R41）年度の 40 年間の更新需要総額は、法定耐用年数が約 75 億 7 千万

円（年平均 約 1 億 8 千 9 百万円）、更新基準ベースが約 37 億 6 百万円（年平均 約 9 千 3 百万円）

となります。 

なお、一定期間別の更新需要額を以下に示しますが、更新基準で更新した場合、近 10 年間の更新

需要額は年平均 1 億 7 百万円、20 年間の更新需要額は年平均 7 千 8 百万円となります。 

 

 

更新需要（法定耐用年数） 

 

 

更新需要（更新基準）  

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

（百万円）

（年度）

更新需要（法定耐用年数）

建築 土木 電気 機械 計装 管路 40年平準化額

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

（百万円）

（年度）

更新需要（更新基準）

建築 土木 電気 機械 計装 管路 40年平準化額
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一定期間別更新需要（法定耐用年数） 

 

 

一定期間別更新需要（更新基準） 

 

 

 

（単位：千円）

10年間 20年間 40年間 60年間 80年間 100年間

2020～
2029年

2020～
2039年

2020～
2059年

2020～
2079年

2020～
2099年

2020～
2119年

施設 建築 26,519 85,911 112,430 138,949 198,341 224,860

土木 797,700 813,090 815,173 1,628,263 1,628,263 2,432,263

電気 26,528 41,482 68,010 94,538 121,066 162,548

機械 124,338 248,507 495,592 742,391 990,592 1,232,666

計装 28,682 67,408 134,816 202,224 279,676 347,084

計 1,003,767 1,256,398 1,626,021 2,806,365 3,217,938 4,399,421

（％） 36.4% 25.2% 21.5% 23.3% 21.3% 22.6%

管路 1,754,830 3,720,381 5,943,853 9,256,075 11,887,706 15,032,107

（％） 63.6% 74.8% 78.5% 76.7% 78.7% 77.4%

2,758,597 4,976,779 7,569,874 12,062,440 15,105,644 19,431,528

275,860 248,839 189,247 201,041 188,821 194,315

法定耐用年数で更新

合計

年平均

（単位：千円）

10年間 20年間 40年間 60年間 80年間 100年間

2020～
2029年

2020～
2039年

2020～
2059年

2020～
2079年

2020～
2099年

2020～
2119年

施設 建築 26,519 26,519 53,038 112,430 138,949 138,949

土木 0 0 813,090 815,173 815,173 1,617,090

電気 26,528 26,528 53,056 68,010 94,538 121,066

機械 124,169 241,482 371,137 496,994 621,332 862,931

計装 28,682 57,364 96,090 134,816 173,542 240,950

計 205,898 351,893 1,386,411 1,627,423 1,843,534 2,980,986

（％） 19.2% 22.6% 37.4% 21.5% 22.3% 28.8%

管路 865,746 1,202,006 2,319,973 5,943,853 6,419,849 7,372,426

（％） 80.8% 77.4% 62.6% 78.5% 77.7% 71.2%

1,071,644 1,553,899 3,706,384 7,571,276 8,263,383 10,353,412

107,164 77,695 92,660 126,188 103,292 103,534年平均

合計

更新基準で更新

管種 更新基準（年）

DIP 70
VP 40
PP 60
SGP 40
SUS 60
CIP 50
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（４）給水収益（料金収入）の予測 

1） 財政収支均衡（財源確保）の必要性 

給水収益については、アセットマネジメント計画の財政見通しと整合を図り、予測しています。

給水収益の予測は実績供給単価を基に求めることとし、実績供給単価は、近 6 年間（2014～2019

年度）252.28 円、近 5 年間（2015～2019 年度）252.52 円、近 3 年間（2017～2019 年度）253.35

円と安定していることから、253 円に設定します。有収水量については（2）給水量(水需要)の予

測により算出した数値を採用します。 

 

年間給水収益（千円）＝予測年間有収水量（千㎥）×設定供給単価（円） 

 

料金を据え置いて給水収益をシミュレーションすると、計画期間中 2032（R14）年度までは当年

度純損失は発生せず資金収支的にも概ね良好な状態で推移しますが、2033（R15）年度から純損失

が発生し、さらに 2042（R24）年度に資金不足が発生することとなります。未処分利益剰余金を処

分しても、2046（R28）年度から累積欠損金が発生することになります。 

上記のことから、損益収支と資金収支における収支均衡の検討（財源の確保）が、経営の健全性

を確保するため必要となります。 

 

2） 財政収支均衡（財源確保）の算定方法 

財源確保は、水道料金の改定、一般会計等からの繰入、資金的には企業債の増額等が考えられま

すが、本検討は水道料金の改定のみで行うこととし、改定の算定は、水道料金算定要領（平成 27 年

2 月：公益社団法人日本水道協会）に基づき、「総括原価主義」に基づいた簡易な方法で検討 

を行います。 

 

料金改定試算 

1） 料金算定期間並びに適用年度 

   損益収支で純損失を計上するのが 2033（R15）年度、資金不足が発生するのが 2042（R24）年

度となっています。2037（R19）年度から純損失が増加し資金が大幅に減少していく傾向にある

ことを考慮し、料金算定期間は 2036（R18）年度から 2039（R21）年度までの 4 年間で、改定

料金の適用は 2036（R18）年度と設定します。 

 

2） 総括原価の算定と平均改定率 

総括原価は次の式により求めます。 

総括原価 ＝ ア．算定期間中の経常費用 － イ．算定期間中の給水収益以外の収益 

       ＋ ウ．資産維持費 

 

ア．算定期間中の経常費用 

   ＝ <R18>164,332 ＋ <R19>165,985 ＋ <R20>166,716 ＋ <R21>167,740 千円 
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      ＝ 664,773 千円 

 

 イ．算定期間中の給水収益以外の収益 

   ＝ その他営業収益 ＋ 営業外収益 

   ＝（3,000 ＋ 3,000 ＋ 3,000 ＋ 3,000）＋（7,165 + 6,820 + 6,178 + 4,954） 

   ＝ 37,117 千円 

 

ウ．資産維持費 

 ① 資産維持費は、水道料金算定要領に次のとおり定められています。 

『資産維持費は、給水サービス水準の維持向上及び施設実体の維持のために、事業内に再投資

されるべき額であり、実体資本の維持及び使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、総

括原価に含める額は次により計算された範囲内とし、その内容は施設の建設、改良、再構築及

び企業債の償還等に必要な所要額とする。』 

  ② 資産維持費は次の式により求めます。 

    資産維持費 ＝ ａ．対象資産 × ｂ．資産維持率 

          ＝ 1,496,819 千円 × 3％ 

          ＝ 44,905 千円/年 

          ≒ 45,000 千円/年 

ａ．対象資産 

 対象資産は償却資産額の料金算定期間期首及び期末の平均残高。 

 2035（R17）年度末の償却資産額（＝2036（R18）年度期首額）と 2039（R21）年度

末の償却資産額の平均額とする。 

        対象資産 ＝ （1,465,720 ＋ 1,527,917）÷ 2 

             ＝  1,496,819 千円 

ｂ．資産維持率は、3％を標準とします。＜水道料金算定要領Ⅱ-2（6）ﾛ（ﾛ）＞ 

 

エ．総括原価 ＝ 664,773 － 37,117 ＋（45,000 × 4 年） 

        ＝ 807,656 千円 

 

オ．平均料金改定率の算定 

平均改定率 ＝ 総括原価 ÷ 現行料金収益（2036～2039 年度）× 100 

         ＝ 807,656  ÷（148,120 ＋ 147,200 ＋ 146,180 ＋ 145,660）× 100 

 ＝ 807,656  ÷ 587,160 × 100 

         ＝ 137.55％ 

         ≒ 138％ 

 

以上の計算により、料金改定率は 38％となりました。 
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参考）料金を据え置いた場合の給水収益予測 

 

 

 

 

参考）財源確保のための料金改定を見込んだ給水収益予測 

 

●収益的収支（総括表） 単位：千円/年

2015年～
2019年

2020年～
2024年

2025年～
2029年

2030年～
2034年

2035年～
2039年

2040年～
2044年

2045年～
2049年

2050年～
2054年

2055年～
2059年

年間有収水量（千m3) 617 618 612 600 582 563 547 532 518

給水収益（料金収入） 155,738 156,248 154,726 151,752 147,322 142,604 138,316 134,490 131,266

その他営業収益 2,994 2,972 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

計 158,732 159,220 157,726 154,752 150,322 145,604 141,316 137,490 134,266

人件費 10,804 11,242 11,510 11,760 12,030 12,330 12,630 12,930 13,230

維持管理費 15,113 16,649 16,496 17,396 18,136 18,789 19,691 20,550 21,174

引当金 32 4 0 0 0 0 0 0 0

減価償却費 62,553 61,944 63,959 67,758 74,150 70,383 64,976 72,782 81,823

受水費 65,586 57,299 53,302 51,065 48,000 46,995 46,629 46,302 46,039

その他 428 4,135 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

計 154,517 151,272 150,268 152,978 157,316 153,497 148,926 157,564 167,266

営業損益 4,215 7,948 7,458 1,774 △ 6,994 △ 7,893 △ 7,610 △ 20,074 △ 33,000

長期前受金戻入 13,208 12,717 8,396 7,601 5,979 1,057 218 136 59

その他営業外収益 1,499 519 500 506 521 536 551 566 581

計 14,707 13,236 8,896 8,107 6,500 1,593 769 702 640

支払利息 12,467 7,844 6,397 6,967 8,944 10,237 11,757 12,915 13,552

その他営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 12,467 7,844 6,397 6,967 8,944 10,237 11,757 12,915 13,552

経常損益 6,455 13,340 9,957 2,913 △ 9,437 △ 16,537 △ 18,598 △ 32,288 △ 45,911

①供給単価（円/m3) 252.5 252.7 253.0 253.0 253.0 253.1 253.0 253.0 253.2

②給水原価（円/m3) 270.7 257.3 256.2 266.7 285.5 290.6 294.0 320.7 348.8

料金回収率（①/②） 93.3 98.2 98.8 94.9 88.6 87.1 86.1 78.9 72.6

原価・単価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西暦年度
　　　項目

業務量

営業外費用

営業収益

営業費用

営業外収益

●収益的収支（総括表）

2015年～
2019年

2020年～
2024年

2025年～
2029年

2030年～
2034年

2035年～
2039年

2040年～
2044年

2045年～
2049年

2050年～
2054年

2055年～
2059年

年間有収水量（千m3) 617 618 612 600 582 563 547 532 518

給水収益（料金収入） 155,738 156,248 154,726 151,752 191,946 196,793 190,876 185,596 181,147

その他営業収益 2,994 2,972 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

計 158,732 159,220 157,726 154,752 194,946 199,793 193,876 188,596 184,147

人件費 10,804 11,242 11,510 11,760 12,030 12,330 12,630 12,930 13,230

維持管理費 15,113 16,649 16,496 17,396 18,136 18,789 19,691 20,550 21,174

引当金 32 4 0 0 0 0 0 0 0

減価償却費 62,553 61,944 63,959 67,758 74,150 70,383 64,976 72,782 81,823

受水費 65,586 57,299 53,302 51,065 48,000 46,995 46,629 46,302 46,039

その他 428 4,135 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

計 154,517 151,272 150,268 152,978 157,316 153,497 148,926 157,564 167,266

営業損益 4,215 7,948 7,458 1,774 37,630 46,296 44,951 31,032 16,881

長期前受金戻入 13,208 12,717 8,396 7,601 5,979 1,057 218 136 59

その他営業外収益 1,499 519 500 506 521 536 551 566 581

計 14,707 13,236 8,896 8,107 6,500 1,593 769 702 640

支払利息 12,467 7,844 6,397 6,967 8,884 9,737 10,799 11,586 11,947

その他営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 12,467 7,844 6,397 6,967 8,884 9,737 10,799 11,586 11,947

経常損益 6,455 13,340 9,957 2,913 35,247 38,152 34,920 20,148 5,574

①供給単価（円/m3) 252.5 252.7 253.0 253.0 329.6 349.3 349.2 349.1 349.4

②給水原価（円/m3) 270.7 257.3 256.2 266.7 285.4 289.7 292.2 318.2 345.7

料金回収率 93.3 98.2 98.8 94.9 115.5 120.6 119.5 109.7 101.1

単位：千円/年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西暦年度
　　　項目

業務量

原価・単価

営業収益

営業費用

営業外収益

営業外費用
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（５）組織の見通し 

包括業務委託等も検討しながら、民間活力を活用した効率的な運営を進めていく中で、適切な職員数

の確保に努めます。 

 

 

2．経営の基本方針  

 村の水道事業は、人口減少・少子高齢化社会の急速な進行、節水意識の向上などにより、水需要

が減少傾向となっています。更に、安全で安心な水の供給を支える水道施設の老朽化が進んでいます。 

これからの水道事業は、給水収益の減少と施設の維持更新費用の増加という相反する課題に積極的

に取り組み、村民皆様の生活基盤である水道事業を健全に持続させていかなければなりません。 

厚生労働省が新水道ビジョンで示している水道の理想像を基本とし、「持続」、「安全」、「強靭」の各

項目に対する理想像と基本理念を以下の様に設定します。 

 

「安全」 

いつでも安心して飲める水道 

「強靭」 

災害に強い水道 

「持続」 

いつまでも安定して供給できる水道 
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 1．投資・財政計画（収支計画）  

田舎館村水道事業の投資・財政計画の作成に関する前提条件等は以下の通りです。料金を現行のま

ま据え置いたケースと、アセットマネジメント計画に基づき 2036（R18）年度に料金改定を行ったケ

ースに関してのシミュレーションを行いました。 

 なお、詳細は巻末資料を参照ください。 

 

 

（１）料金を現行のまま据え置いたケース 

1） 資本的収支 

ア．資本的支出・建設改良費を 1 億円とする。※アセットマネジメント更新基準より 

イ．建設改良の財源は次のとおり設定します。 

① 企業債の借入は、計画当初に財源が不足することから、2025（R7）年度までは建設改良費の

70％である 70,000 千円とし、既往債の償還額が減少する 2026（R8）年度以降は建設改良費の

60％である 60,000 千円とする。 

 ② 企業債の借入の設定は次のとおりとした。 

  ａ．元利金等償還 30 年返済 

  ｂ．元金据置期間  5 年 

ｃ．利率      1％（近年の企業債利率を参照として設定した） 

③ 今後の建設改良費には、国庫補助金や一般会計繰入の対象となる事業を特定できないことか

ら見込まない。 

 

2） 収益的収支 

ア．収益的収入 

 ① 給水収益は実績供給単価を基に以下の式で求めている。 

  実績供給単価は、近 6 年間（2014～2019 年度）252.28 円、近 5 年間（2015～2019 年度）

252.52 円、③近 3 年間（2017～2019 年度）253.35 円と安定していることから、253 円に設定

した。 

年間給水収益（千円） ＝ 予測年間有収水量（千㎥） × 設定供給単価（円） 

 ② 有収水量の減少傾向が穏やかなことから、給水収益も穏やかな減少傾向となっている。 

③ その他営業収益 

Ⅲ 投資・財政計画（収支計画）
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 ａ．手数料  

     近 3 年間の平均額は 2,817 千円で、2020（R2）年度予算値が 2,814 千円であることから、

2,800 千円で設定する。 

   ｂ．雑収益（水道布設分担金） 

     近 3 年間の平均額は 200 千円で設定する。 

  ④ 営業外費用 

   ａ．長期前受金戻入 

     既存（2019（R1）年度まで）の長期前受金に対する戻入額はシミュレーション結果を用い、

今後の建設改良費には、国庫補助金や一般会計繰入の対象となる事業を特定できないことか

ら見込まない。 

   ｂ．その他雑収益 

     実績値の状況から 500 千円を見込む。 

  

イ．収益的支出 

 収益的支出については、下記のとおり算出している。 

① 人件費 

    2019（R1）年度決算値と予算値を基準に算定。 

②  修繕費 

    近 5 年間の償却資産に対する修繕費割合により算定。実際は管路更新の実施により老朽管漏

水修理費用は減少となると予測される。 

③ 動力費 

    近年の上昇傾向によりＲ６以降は 150％で推計。 

  ④ 受水費 

   ａ．2022（R4）～2023（R5）年度まで 

      決算値または決算見込値 

   ｂ．2024（R6）～2025（R7）年度 

      基本料金 ＝ 2,150 ㎥/日 × 年間日数 × 52.97 円 

      使用料金 ＝ 使用水量 × 20.37 円 

ｃ．2026（R8）～2030（R12）年度まで 

      基本料金 ＝ 2,050 ㎥/日 × 年間日数 × 52.97 円 

      使用料金 ＝ 使用水量 × 20.37 円 

  ⑤ 有形固定資産減価償却費 

   ａ．既存施設分はシミュレーション計算結果 

   ｂ．2020（R2）年度は管路の耐用年数 40 年・償却率 0.25 を適用し算定する。 

   ｃ．アセットマネジメントで今後 10 年間の更新需要額のうち、施設（構造物及び設備）が約

20％で土木・管路が約 80％である。 

   ｄ．上記のことから、今後取得する額の 20％を機械及び装置の耐用年数 15 年・償却率 0.066

を適用し、80％を構造物の耐用年数 40 年・償却率 0.025 を適用し算定する。 

  ⑥ 固定資産減耗費 
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2021（R3）年度から、建設改良費 1 億円の 5％、500 万円を計上する。 

  ⑦ その他の一般経費 

    性質別費用ごとに、2019（R1）年度決算値、2020（R2）年度予算値を参照として、2019（R1）

年度の物価指数総合の上昇率 0.5％を参考に算定する。又は、2022（R4）年度予算値で推移す

る。 

 

3） シミュレーション結果 

 2033（R15）年度から純損失が発生し、さらに 2042（R24）年度に資金不足が発生することとなり

ます。未処分利益剰余金を処分しても、2046（R28）年度から累積欠損金が発生することになり、水

道事業としての経営が成り立たなくなります。 

 

 

（２）アセットマネジメント計画に基づき R18 に料金改定を行ったケース 

料金収入以外の前提条件は、料金を据え置いたケースと同様とします。 

2036（R18）年度の料金改定（平均改定率 38％）により給水収益は増加し給水原価が供給単価を上

回る「逆ザヤ現象」は解消となります。また、企業債の借入額が減少することから、支払利息が減少

も見込むことができます。 

 

 

（３）今後の検討事項 

1） 施設更新計画の策定と投資の合理化（ダウンサイジング・スペックダウン） 

今回の投資費用の試算では、令和３年３月策定のアセットマネジメント計画での試算を用い、現

状の施設を現状の能力のまま更新することを基本として考え、毎年の更新需要額を毎年 1 億円と設

定しています。今後の投資費用を抑制や維持管理費の縮減を図るためには、水需要予測結果に応じ

て配水池や配水管などの施設能力を適切に減少（ダウンサイジング）させながら更新していくこと

が必要です。 

また、現在の田舎館村配水池では、時間帯により配水圧力を変動させることができる電動式減圧

弁を使用しています。次回更新時には性能の合理化（スペックダウン）を検討し、電力を使用せず

常に一定の配水圧力を保つ機械式減圧弁を採用することで、更新費用の抑制や維持管理費（電気料）

の削減を図ります。 

これらの検討結果を反映した詳細な施設更新計画の策定に取り組み、料金の見直しの検討を行う

2026（R8）年度までに策定できるよう努めます。 

 

2） 財源の検討 

遅くとも 2036（R18）年度に水道料金を改定しなければ、経営が成り立たなくなる状況がシミュ

レーションで示されていますが、経営戦略の計画最終年の 2033（R15）年度には、純損失を計上す

る結果となっています。今後、経営戦略の改訂・見直しを行う前年には、現行料金の検証・見直し
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の検討を行うこととしているため、2026（R8）年度に現行料金の検証・見直しの検討を行う際は、

給水収益（料金収入）の予測を再度行い、適切な料金改定率や料金改定年度についての検討を行い

ます。 

料金改定を実施しても水需要は減少傾向にあることから、給水収益はすぐに減少傾向に転じます。

そのため、水量の増減に影響されないよう料金体系そのものを見直すことや、その他収入を検討す

ることが必要となります。現在、水道の供給を開始した場合に請求する水道布設分担金（加入金）

は、メーター口径を問わず一律 10,000 円として条例で定めており、近隣の市町村と比べて突出し

て低い金額であるばかりか、新旧水道利用者間の負担の公平性も図られていない状況です。水道布

設分担金の徴収目的に鑑み、メーター口径毎に分担金を設定するとともに、近隣市町村と同等の金

額まで引き上げを実施することで、負担の公平性の確保と財源の確保を同時に図っていきます。水

道布設分担金の見直しの検討時期についても、現行料金の検証・見直しの検討時期に合わせ、2026

（R8）年度とします。 

また、投資にあたっての財源として国庫補助金や一般会計繰入等を現時点では見込まず、企業債

や自己資金を財源として検討を行いました。実際に更新事業を計画する際は、「生活基盤施設耐震

化等交付金」などの国庫補助金を活用できるよう耐震化計画の策定に着手します。 

 

3） 経営の効率化と人材確保と広域連携・官民連携 

更新事業の実施に当たっては経営の効率化と人材の確保が必要となり、需要者サービスが低下す

ることなく経営の効率化を図るには、広域連携による事務や事業の共通化、或いは連携による危機

管理対策が考えらます。田舎館村水道事業では青森県水道広域化推進プラン（令和５年３月策定）

に従い、「青森県水道事業広域連携推進会議中南地区会議」で事務の共通化を検討しています。 

また、官民連携では、施設管理や需要家サービス業務を広域連携による共同発注とすることによ

る経費負担の縮減なども検討すべき課題といえます。 

小規模事業における人材の確保と育成は大きな課題であり、困難な課題であるので、これらにつ

いても広域連携において計画的に行うことも検討していきます。 
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1．推進体制 

本戦略における取組は、建設課を中心として実施します。本戦略の推進及び進捗管理体制として、

上下水道事業の諮問機関である「上下水道事業委員会（仮）」を設置し、協議のうえ推進します。ま

た、進捗状況については、事務局である建設課が情報収集及び進捗管理を行い、総務課（財政担当）

と協議のうえで対応を検討します。 

2．PDCA サイクルの実行 

本経営戦略の実行性を確実なものとするために、PDCA サイクルにもとづいた進捗管理を行います。特

に計画の見直しに関しては、修繕・更新などの実施状況や劣化状況、財政状況などを評価した上で定期的

に行うものとします。 

 

３．次回以降の見直し 

本戦略の次回以降の見直しについては、2022（R4）年度に策定済みの下水道事業及び農業集落排水

事業経営戦略の見直し時期に合わせ、2027（R9）年度に行うとともに、料金の検証を踏まえ、以下の

スケジュールで進めます。 

なお、見直し及び検討にあたっては、上下水道事業委員会への報告及び協議を行うとともに、議会

への意見の具申を行います。 

 

   ・  計   

 計  直し

 計 実施 計  

   ・  計 

      

           

令和04年度 → 令和09年度 → 令和14年度 → 令和19年度
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→
料金についての検証
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法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益



（
法

適
用
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・
資

本
的

収
支
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投
資

・財
政

計
画
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料
金

改
定

ケ
ー

ス
)

（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
令

和
4
年

度

区
　

　
　

　
　

分
［
決

算
]

１
．

7
6
,6

0
0

7
0
,0

0
0

7
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

２
．

３
．

４
．

５
．

６
．

７
．

８
．

９
．

(A
)

7
6
,6

0
0

7
0
,0

0
0

7
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

(B
)

(C
)

7
6
,6

0
0

7
0
,0

0
0

7
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

１
．

9
,3

5
3

9
7
,2

9
2

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

２
．

4
7
,2

1
1

4
6
,8

8
5

4
2
,7

3
5

4
0
,8

9
5

3
4
,6

2
0

3
4
,8

4
5

3
4
,3

6
4

3
2
,3

6
9

2
5
,8

3
6

2
1
,1

2
0

1
8
,4

1
6

2
0
,4

2
4

３
．

４
．

５
．

(D
)

5
6
,5

6
4

1
4
4
,1

7
7

1
4
2
,7

3
5

1
4
0
,8

9
5

1
3
4
,6

2
0

1
3
4
,8

4
5

1
3
4
,3

6
4

1
3
2
,3

6
9

1
2
5
,8

3
6

1
2
1
,1

2
0

1
1
8
,4

1
6

1
2
0
,4

2
4

(E
)

5
6
,5

6
4

6
7
,5

7
7

7
2
,7

3
5

7
0
,8

9
5

7
4
,6

2
0

7
4
,8

4
5

7
4
,3

6
4

7
2
,3

6
9

6
5
,8

3
6

7
1
,1

2
0

6
8
,4

1
6

7
0
,4

2
4

１
．

5
5
,7

2
2

5
8
,7

3
2

7
2
,7

3
5

7
0
,8

9
5

7
4
,6

2
0

7
4
,8

4
5

7
4
,3

6
4

7
2
,3

6
9

6
5
,8

3
6

7
1
,1

2
0

6
8
,4

1
6

7
0
,4

2
4

２
．

３
．

４
．

8
4
2

8
,8

4
5

(F
)

5
6
,5

6
4

6
7
,5

7
7

7
2
,7

3
5

7
0
,8

9
5

7
4
,6

2
0

7
4
,8

4
5

7
4
,3

6
4

7
2
,3

6
9

6
5
,8

3
6

7
1
,1

2
0

6
8
,4

1
6

7
0
,4

2
4

(G
)

(H
)

2
8
8
,1

6
2

3
1
7
,8

7
7

3
4
5
,1

4
2

3
7
4
,2

4
7

3
9
9
,6

2
7

4
2
4
,7

8
2

4
5
0
,4

1
8

4
7
8
,0

4
9

5
1
2
,2

1
3

5
4
1
,0

9
3

5
7
2
,6

7
7

6
0
2
,2

5
3

○
他

会
計

繰
入

金
年

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

分

1
,2

4
9

1
,2

4
9

1
,2

4
9

令
和

1
5
年

度

令
和

1
5
年

度

補
塡

財
源

不
足

額

令
和

9
年

度

補 塡 財 源

利
益

剰
余

金
処

分
額

損
益

勘
定

留
保

資
金

合
計

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

資 本 的 支 出

資 本 的 収 支

計

(A
)-

(B
)

企
業

債
償

還
金

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

そ
の

他

そ
の

他

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

収
益

的
収

支
分

資
本

的
収

支
分

資 本 的 収 入

令
和

7
年

度
令

和
5
年

度
令

和
6
年

度
令

和
9
年

度

令
和

8
年

度
令

和
7
年

度
令

和
4
年

度
令

和
5
年

度

令
和

8
年

度

令
和

6
年

度

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

う
ち

基
準

内
繰

入
金

計

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高(E
)-

(F
)

水
道

事
業

会
計

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

純
計

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

建
設

改
良

費

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

計

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

令
和

1
4
年

度

令
和

1
4
年

度

令
和

1
1
年

度

令
和

1
1
年

度

令
和

1
0
年

度

令
和

1
0
年

度

令
和

1
2
年

度
令

和
1
3
年

度

令
和

1
2
年

度
令

和
1
3
年

度
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料

金
改

定
ケ

ー
ス

)

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

(1
)

(2
)

(B
)

(3
)

２
． (1
)

(2
)

(3
)

(C
)

１
． (1
)

(2
)

(3
)

２
． (1
)

(2
)

(D
)

(E
)

(F
)

(G
)

(H
)

(I
)

(J
)

(K
)

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

(N
)

(O
)

(P
)

営
業

収
益

経
常

損
益

う
ち

一
時

借
入

金

(F
)-

(G
)

長
期

前
受

金
戻

入

(E
)+

(H
)

営
業

費
用

減
価

償
却

費

そ
の

他

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）

う
ち

未
払

金

特
別

損
失

特
別

損
益

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

経
費

退
職

給
付

費

特
別

利
益

水
道

事
業

会
計

修
繕

費
材

料
費

そ
の

他

収 益 的 支 出

料
金

収
入

営
業

外
費

用

動
力

費

収 益 的 収 支

営
業

外
収

益

職
員

給
与

費

補
助

金

支
出

計

支
払

利
息

収 益 的 収 入
収

入
計

他
会

計
補

助
金

受
託

工
事

収
益 (C

)-
(D

)

基
本

給

そ
の

他

そ
の

他

そ
の

他
補

助
金

そ
の

他

健
全

化
法

第
22

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/（

P
）×

1
00

)

流
動

資
産

×
10

0

流
動

負
債

う
ち

建
設

改
良

費
分

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

）
累

積
欠

損
金

比
率

（

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）/

（
M

）×
10

0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

地
方

財
政

法
施

行
令

第
15

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

(A
)-

(B
)

う
ち

未
収

金

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益

（
単

位
：
千

円
，

％
）

（単
位

：千
円

，
％

）

1
52

,8
80

15
2
,4

5
0

20
7,

40
6

20
6,

13
6

20
4,

72
8

20
4,

01
1

20
2,

18
9

20
0,

90
6

19
9,

63
6

19
9,

02
9

1
49

,8
80

14
9
,4

5
0

20
4,

40
6

20
3,

13
6

20
1,

72
8

20
1,

01
1

19
9,

18
9

19
7,

90
6

19
6,

63
6

19
6,

02
9

3,
0
00

3
,0

0
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

7,
5
08

7
,2

7
9

7,
16

5
6,

82
0

6,
17

8
4,

95
4

3,
19

8
1,

55
6

1,
17

1
1,

01
8

7,
0
08

6
,7

7
9

6,
66

5
6,

32
0

5,
67

8
4,

45
4

2,
69

8
1,

05
6

67
1

51
8

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

1
60

,3
88

15
9
,7

2
9

21
4,

57
1

21
2,

95
6

21
0,

90
6

20
8,

96
5

20
5,

38
7

20
2,

46
2

20
0,

80
7

20
0,

04
7

1
56

,3
92

15
8
,3

4
6

15
5,

81
7

15
7,

01
2

15
7,

29
9

15
8,

00
1

15
8,

11
4

15
7,

26
5

15
4,

47
7

15
0,

59
2

11
,8

60
1
1
,9

10
11

,9
70

12
,0

30
12

,0
90

12
,1

50
12

,2
10

12
,2

70
12

,3
30

12
,3

90
6,

0
49

6
,0

7
4

6,
10

5
6,

13
5

6,
16

6
6,

19
7

6,
22

7
6,

25
8

6,
28

8
6,

31
9

5,
8
11

5
,8

3
6

5,
86

5
5,

89
5

5,
92

4
5,

95
3

5,
98

3
6,

01
2

6,
04

2
6,

07
1

73
,1

45
7
3
,4

95
70

,4
39

70
,5

03
70

,4
78

70
,6

62
70

,6
22

70
,6

83
70

,6
62

70
,8

83
88

4
88

4
88

4
88

4
88

4
88

4
88

4
88

4
88

4
88

4
6,

9
00

6
,9

0
0

6,
90

0
6,

90
0

6,
90

0
6,

90
0

6,
90

0
6,

90
0

6,
90

0
6,

90
0

65
,3

61
6
5
,7

11
62

,6
55

62
,7

19
62

,6
94

62
,8

78
62

,8
38

62
,8

99
62

,8
78

63
,0

99
71

,3
87

7
2
,9

41
73

,4
08

74
,4

79
74

,7
31

75
,1

89
75

,2
82

74
,3

12
71

,4
85

67
,3

19
7,

6
65

8
,0

7
4

8,
51

5
8,

97
3

9,
31

7
9,

53
9

9,
47

5
9,

54
8

9,
62

4
9,

89
3

7,
6
65

8
,0

7
4

8,
51

5
8,

97
3

9,
31

7
9,

53
9

9,
47

5
9,

54
8

9,
62

4
9,

89
3

1
64

,0
57

16
6
,4

2
0

16
4,

33
2

16
5,

98
5

16
6,

61
6

16
7,

54
0

16
7,

58
9

16
6,

81
3

16
4,

10
1

16
0,

48
5

△
 3

,6
69

△
 6

,6
9
1

50
,2

39
46

,9
71

44
,2

90
41

,4
25

37
,7

98
35

,6
49

36
,7

06
39

,5
62

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

△
 3

00
△

 3
0
0

△
 3

00
△

 3
00

△
 3

00
△

 3
00

△
 3

00
△

 3
00

△
 3

00
△

 3
00

△
 3

,9
69

△
 6

,9
9
1

49
,9

39
46

,6
71

43
,9

90
41

,1
25

37
,4

98
35

,3
49

36
,4

06
39

,2
62

1
60

,2
53

15
3
,2

6
2

20
3,

20
1

24
9,

87
2

29
3,

86
2

33
4,

98
7

37
2,

48
5

40
7,

83
4

44
4,

24
0

48
3,

50
2

1
28

,5
64

12
1
,5

6
3

17
3,

50
4

21
2,

14
1

24
6,

95
8

27
8,

54
1

30
6,

27
3

33
0,

40
6

35
1,

01
1

36
8,

29
5

15
,4

94
1
5
,4

48
21

,2
54

21
,2

08
21

,1
62

21
,1

16
21

,0
70

21
,0

24
20

,9
78

20
,9

32
47

,0
66

4
8
,3

25
58

,3
19

60
,3

06
62

,3
11

64
,3

38
66

,4
14

68
,5

11
70

,6
29

72
,7

69
23

,3
72

2
4
,6

77
26

,1
29

28
,1

62
30

,2
13

32
,2

86
34

,4
08

36
,5

51
38

,7
15

40
,9

01

22
,6

94
2
2
,6

48
31

,1
90

31
,1

44
31

,0
98

31
,0

52
31

,0
06

30
,9

60
30

,9
14

30
,8

68

△
 1

05
,8

70
△

 9
8
,9

15
△

 1
42

,3
14

△
 1

80
,9

97
△

 2
15

,8
60

△
 2

47
,4

89
△

 2
75

,2
67

△
 2

99
,4

46
△

 3
20

,0
97

△
 3

37
,4

27

1
52

,8
80

15
2
,4

5
0

20
7,

40
6

20
6,

13
6

20
4,

72
8

20
4,

01
1

20
2,

18
9

20
0,

90
6

19
9,

63
6

19
9,

02
9

△
 6

9
.3

△
 6

4.
9

△
 6

8.
6

△
 8

7.
8

△
 1

05
.4

△
 1

21
.3

△
 1

36
.1

△
 1

49
.0

△
 1

60
.3

△
 1

69
.5

△
 1

05
,8

70
△

 9
8
,9

15
△

 1
42

,3
14

△
 1

80
,9

97
△

 2
15

,8
60

△
 2

47
,4

89
△

 2
75

,2
67

△
 2

99
,4

46
△

 3
20

,0
97

△
 3

37
,4

27

1
52

,8
80

15
2
,4

5
0

20
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